
令和 6 年 4 月 1 日 

保護者各位 

堅田くじら保育園 

園長 今中 京子 

 

警報発令時に伴う措置について 

 

 滋賀県下において、台風の接近等による気象状況により警報発令や災害の発生が予想

される場合は、園児の安全を最優先と考え、状況により閉園等の非常措置をとることと

なります。 

 つきましては、保護者の皆様におかれましても、警報発令等に注意し、下記のとおり 

対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

記 

１、 午前 6 時 45 分の時点で暴風警報や特別警報が出た場合 

・お子様の安全を考慮し休園となります。 

・午前中に警報が解除された場合は 13 時から開園とします。 

・休園や午後から開園となる場合は保護者へ一斉配信（コドモン）でご連絡します。 

 

２、 保育時間中に暴風警報・特別警報が出た場合 

・警報が発令された時点で保護者へ一斉配信（コドモン）でご連絡します。 

 早急にお迎えに来ていただきますようお願いします。 

 

３、 その他 

・上記１により午前 6 時 45 分の時点で休園となっている場合は給食提供を行いま

せん。昼食を済ませ、連絡を入れていただいて登園してください。 

  ・台風の非常時には給食食材の手配の都合上、通常開園の場合でも献立内容を変更

することがあります。 

  ・突発的な豪雨等により、園児の登園に危険が予測される場合、保護者の判断で園

児の登園を遅らせるなどして安全にご配慮ください。 

 

＊特別警報は、滋賀県防災ポータルを基準として判断させていただきます。 

          滋賀県防災ポータル  dis-shiga.jp 

以上 


